
 

３ 学校等設置者の変更 

学 校 設 置 者 県 私立学校審議会 

   

(注) 1 2 については、旧設置者、新設置者双方の決議を必要とすること。 

       例：宗教法人立の幼稚園が学校法人立に変更する場合や、個人立の専修学校・各種学校の設置者

を変更する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設置者の県への事前協議 県 担 当 者 

２ 理事会及び評議員会の決
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３ 設置者変更認可申請書の 

提出 ＜様式 19＞ 
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審査 
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７ 設置者変更 
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